


～～交交通通事事故故の特特徴徴でで若若年年層層ととと高高齢齢者者のの違い！～～交通事故の特徴で若年層と高齢者の違い！～
交通安全シリーズ！

運転は目で認知という形で捉え、その情報を脳で処理する認知行動が主体です。認知判断能力に衰えが生じた
場合は免許返納を考える際の重要な判断指標となります。

①若年層の車離れ

　平成22年以降、交通事故死亡

者数の減少にはどのような理由が

あるのでしょうか。その一つに若

者の車離れが挙げられます。そも

そも車に乗らなければ事故は起こ

りません。若者からすると経費の

かかる車を持つことへのメリット

がないということなのでしょう。

昭和の若者のデートと言えば車！

車がステータスだったものです。

　交通事故死者数は平成22
年以降右肩下がりで良い傾向
にあるのですが、その中にあ
って高齢者の割合が増加して
いるのは気になるところです。
今回は、若年層と高齢者の交
通事故の特徴について紹介し
ます。
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③高齢者ドライバーの
　交通事故傾向

　若年層の交通事故が技術不足や

経験不足によるものであれば、高

齢者ドライバーはどのような原因

で交通事故を起こしているのでしょ

うか。年配の運転者は長年運転をし

ているわけで、運転技能がないとは

考えにくいものです。一般的に高齢

になると、とっさの判断力や行動力

が鈍り、これが交通事故の原因に

なることが考えられます。老化の

影響で身体機能や運転感覚が衰え、

車を障害物に接触させてしまうと

いった事故も起こっています。

　中には眠気などが要因で交通事

故を起こす方がいます。これは年

齢が上がることで身体変化が生

じ、若いころはなかった睡眠障害

（睡眠時無呼吸症候群）の出現に

よるものの場合があります。ま

た、最近では運転中に脳疾患や心

②若年層の交通事故傾向

　若者の車離れは社会現象化して

おり、企業の採用においても車の運

転が必須ではなくなっています。

運転免許証を取得していても、入社

するまで運転をしたことがないペ

ーパードライバーが多くいます。

営業として採用した場合には、ペ

ーパードライバー研修を受講させ

てから業務に従事させるといった

具合です。若年層は運転経験が浅

く、技能不足による交通事故が大

半です。特に駐車場に止めるとき

の接触事故が多いようです。

　技術不足以外には、若さゆえの

無謀な運転なども挙げられます。

必要以上に速度の出し過ぎや「大

豆知識豆知識豆知識

丈夫だろう」と過信して運転した

結果の交通事故は若者に多く見ら

れます。

交通事故死者数の推移

（警察庁交通局「令和２年における交通事故の発生状況等について」より）

自動運転化で若年層、高齢
ドライバーの交通事故軽減へ！

　最近は、自動ブレーキやオート

ドライブなど自動で車を操作する

機能を搭載した車が増えていま

す。車のメーカーは補助的装置と

して位置づけているものの、自動

ブレーキが搭載されている車の普

及により追突は約４割削減したと

言われています。

　しかし、車の運転が完全自動化

になるまでは、人間が車を制御し

なければなりません。自動装置を

有効活用しながら自身の運転技能

がどのレベルにあるかを知り、技

量不足である場合は訓練を積み重

ねることが大

切です。自己

能力に衰えが

ある場合は運

転をしないと

いった判断も

必要なことだ

と思います。

年齢に関係な

く、交通安全

社会を実現し

た い も の で

す。

要因の事例もあります。

疾 患 を 発 症

し、意識を失

い通行人の中

に車ごと突っ

込み死亡事故

を引き起こす

といった身体

的不調などが



死亡退職金の非課税枠を活用しよう！！
フコクしんらい生命　　丸山　浩

●認知度低い死亡退職金の非課税枠！

●生命保険金や弔慰金とは別枠の利用で
　さらに相続税軽減効果が！

「法定相続人」とは？　民法で定められた相続人です。配偶者は常に相続人となり、その他は第１順位
（子など直系卑属）、第２順位（親など直系尊属）、第３順位（兄弟姉妹）で上位者のみ相続人になれます。

　サラリーマンの退職金の支給は概ね60歳
ですが、経営者は違います。勇退時年齢はサ
ラリーマンと比べるとかなり高くなっていま
す。年齢が上がれば死亡率も上がります。あ
くまでも確率の話ですが75歳まで現役でい
た場合、４人に１人は亡くなることになりま
す。
　そのような理由により、経営者は死亡退職
金の非課税枠の活用も相続税対策に入れてお
いてください。経営者が亡くなった場合に相
続税を支払う状況であれば、生命保険金の非
課税枠と死亡退職金の非課税枠を両方活用す

●死亡退職金の原資を準備しておこう！
　そのためには死亡退職金を確実に会社が支
払える状況を整えておきましょう。現役死亡
の確率が高くなるということは、会社にとっ
てもリスクがあります。大企業であれば、急
に経営者の死亡退職金を支払う状況になって
も、会社の金庫から支払う余力はあります
が、一般的には、会社の大黒柱である経営者
が亡くなることは、会社の存続に関わる一大
事です。売上の減少や借入金の返済に追わ
れ、経営者の死亡退職金まで会社の金庫にあ
るお金で支払う余地は少ないのが普通です。
　死亡退職金の非課税枠は死亡退職金を遺族
が受け取ることでしか活用できません。経営
者の遺族には相続税対策以外にも、配偶者の
生活費・相続税の財源・遺産分割等で現金は
必要です。死亡退職金を確保するために会社
で生命保険はご加入されているでしょうか？

　死亡退職金とは、亡くなった後３年以内に
支給が確定した退職金をいいます。生命保険
金にも同様の非課税枠があり、こちらの方は
かなり良く知られているのですが、死亡退職
金の非課税枠はご存じの方が少ないようで
す。これは、世の中の大多数を占めるサラリ
ーマンは定年を迎えてしまえばもう無縁の制
度だからかもしれません。

事業者に役立つ
ワンポイント講座 損害保険代理店活用シリーズ

 在職中に亡くなると、会社から遺族に死亡退職金が
支払われます。この死亡退職金には相続税計算上
「500万円×法定相続人の数」の非課税枠がありま
す。経営者は相続税がかかるほどの資産を持っている
ケースが多く、相続税を減らす効果のある非課税枠の
活用は欠かせません。

豆事典豆事典豆事典

ることにより、法定相続人１人あたり500万
円＋500万円＝1,000万円の非課税枠を利用
することができます。また、弔慰金を別枠で
支払うことによりさらに非課税部分を増やす
ことで相続人に現金を残すことができます。




